
会議の名称

場　　所

出  席  者

議事内容

１．４つの教育関連計画の
あり方について

２．教育目標、基本方針
（取組みの視点）について

３．その他

事　務　局
(会議要旨作成所管)

会　議　要　旨

　　世田谷区教育振興基本計画策定に伴う幹部部会（第３回）

開催日時
　　令和４年１２月１３日（火曜日）　午後２時２０分から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　午後３時４５分まで

　　教育委員会室

・実施計画に項目として盛り込んでいくが、包含する内容などは未定。
・包含する個別の計画について、対外的な説明などは各所管で検討。

・資料「（仮称）世田谷区教育振興基本計画の構成案」については、ア
ドバイザリー会議を受けて、下線部分などを追記したので、各自で確認
のうえ、意見などがあれば後日送る。
・教育振興基本計画の実施計画（行動計画部分）の子どもの意見の尊重
に関するシートについて、子どもの権利条約や子ども基本法に基づく
「子どもの意見の尊重」が各課でのこれまでの取組みにどのような影響
や課題が生じるかを把握するとともに、今後、実施計画（個別計画）に
適切に反映し、5か年で教育現場をはじめ教育に関わる全ての方々に定着
させていくための検討素材として、各課長に調査を実施。幹部部会に出
席していない管理職には、各部の管理職会議などで部長から簡潔に説明
をお願いしたい。
・次回の開催は、令和５年１月中旬を予定、詳細は後日。

教育総務課教育計画・事務調整

教育長、教育総務部長、教育政策部長、教育総合センター担当参事、
生涯学習部長、教育総務課長、学校職員課長、教育指導課長、教育研
究・研修課長、学校経営・教育支援担当副参事、生涯学習・地域学校
連携課長、中央図書館長

・教育大綱と調整が必要になってくるため、区長部局に検討状況など提
供していく必要がある。
・計画に、地域と学校の関係について、今後目指すべきあり方を含めて
学校を中心にした地域づくりの視点を盛り込んでいく必要がある。
・教育目標などは、学ぶ人・学びたいという人の視点で設定していくべ
きである。
・地域、社会を変えていく、アクティブに主体的に自分が発信者とな
り、みんなが幸せになるような社会づくりの担い手となるような教育も
重要ではないか（教育目標としての発言）
・後日、メールで教育目標、基本方針の視点を事務局に送付

確認事項・決定事項
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